
 
  

  パネルディスカッション  
社会保障改革の動向と障害者施策への影響 

  
 最近の障害者の法的支援活動を通して感じる
こと。 
 

２０１７年３月１５日 

 弁護士 藤 岡 毅 



 プロフィール          弁護士 藤岡 毅 （ふじおか つよし） 東京弁護士会 所属 
<略歴> 

１９６２年 ７月 生 

１９９５年 ４月 弁護士登録（47期）  

２００１年 ４月 藤岡毅法律事務所 開業 

＜所属委員会等＞ 

介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット共同代表、元・内閣府障がい者制度改革推進会議総合
福祉部会委員（2010年４月～2012年７月）東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する特別委員会福祉
制度部会長「日弁連 人権擁護委員会障がいのある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会」
委員、「日弁連 高齢者・障害者権利支援センター」幹事、障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務
局長、障害と人権全国弁護士ネット会員、共生のための文京地域支援フォーラム実行委員会委員長、障
害年金法研究会運営委員、金沢大学非常勤講師 

 
<主な著書（共著含む）・執筆> 

「障害者の介護保障訴訟とは何か！支援を得て当たり前に生きるために」（現代書館） 
「障害者の介護保障請求権をめぐる画期的判決」（賃金と社会保障1439号） 

「生活保護ケース記録の開示請求全面勝訴東京地裁2007年7月4日判決（同1449号） 

「障害者自立支援法違憲訴訟の意義」（同1483号～1508号連載） 

「６５歳以上障害者の『介護保険優先原則』が生み出す権利侵害」（同1630号） 

「人権としての介護保障をめざして」（同1656号）「ケーススタディ障がいと人権」（生活書院） 

「障害者自立支援法違憲訴訟 立ち上がった当事者たち」（同） 

「障がい者差別よ、さようなら！ケーススタディ障がいと人権２」（同）  

「Ｑ＆Ａ 障害者差別解消法」（同） 

 「『災害弱者』としての障害者支援」（日本評論社[法学セミナー]2011年8月9月合併号56頁） 

「2011年改正障害者基本法の意義」（『総合リハビリテーション』医学書院第41巻第８号711頁） 

「精神保健福祉の法律相談ハンドブック」（新日本法規） 

 「基本合意・骨格提言・権利条約を実現せよ」（『さぽーと』2016年4月号16頁） 

 「Ｑ＆Ａ 成年後見実務全書」第１巻（民事法研究会・2015年1月刊） 

「障害者関連法律」（『理学療法ジャーナル』医学書院第50巻1号） 

「在宅人工呼吸器ケア実践ガイド」（医歯薬出版株式会社・2016年6月刊）     

「支援を得てわたしらしく生きる！」（山吹書店・2016年10月刊） 
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甚だ手前味噌ですが(*^_^*) 
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訴訟団と政府 基本合意を調印
２０１０年１月７日、厚労省大講堂
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 障害者総合福祉法の 
骨格に関する総合福祉部
会の提言 
 －新法の制定を目指して－ 

  
  

2011年8月30日 
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 



「国による基本合意の反故を許さない！  
集団訴訟弁護団 共同抗議声明」 

  
内閣総理大臣 野田佳彦殿 

厚生労働大臣 小宮山洋子殿 

 ２０１２年２月９日 

  
障害者自立支援法違憲訴訟原告団全国弁護団 

薬害肝炎全国原告団・弁護団 

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会 

原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 

全国生存権訴訟弁護団 

全国Ｂ型肝炎訴訟弁護団 

中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会 

東京ＨＩＶ訴訟弁護団 

大阪ＨＩＶ訴訟弁護団 

ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団 

ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団 

ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団 

薬害イレッサ訴訟統一弁護団 

  



２０１２年６月２０日 

「障害者総合支援法」 
↑ 

障害者自立支援法一部改正法に 

過ぎない。 

基本合意・骨格提言に基づき、 

障害者の権利保障体系に変革さ
れるべき。 
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 ６５歳問題  
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６５歳問題とは 

障害者は、介護、就労支援、グループホームなど、さまざ

まな障害福祉施策を利用して暮らしています。ところが、

６５歳になると（介護保険法に指定された１６の特定疾病

患者については４０歳から）、障害者施策の利用は後回し

にして、「介護保険制度を優先して使え」とされます。 

これが「介護保険優先原則」です。 

「障害者は６５歳の誕生日から障害者でなくなるのか？」

との疑問が出され、マスコミ等でも「６５歳問題」と呼ば

れています。 

どういうことでしょうか。 

６
５
歳
問
題
と
は 
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社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
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 「社会保障と税の一体改革」は自助と共助を強調してきました。 

 社会保障制度改革推進法（平成２４年法律第６４号） 
 

 

第２条 （基本的な考え方）  

 社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるも
のとする。  

一  自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意
しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互
及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援してい
くこと。  

二  社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率
化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立っ
て、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。  

三  年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし
、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の
適正化に充てることを基本とすること。  

四  国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広
く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係
る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方
消費税の収入を充てるものとすること。  
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日
弁
連    

反
対
声
明 

2012年6月25日付日本弁護士連合会 

「社会保障制度改革推進法案に反対する会長声明」 

 

  「 民主党、自由民主党及び公明党が今国会で成立を図ることに
つき合意した社会保障制度改革推進法案（以下「推進法案」とい
う。）は、「安定した財源の確保」「受益と負担の均衡」「持続
可能な社会保障制度」（１条）の名の下に、国の責任を、「家族
相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人の自立の支
援に矮小化するものであり（２条１号）、国による生存権保障及
び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく、日本国憲法
２５条１項及び２項に抵触するおそれがある。 

 

   すなわち、推進法案（２条３号）は、「年金、医療及び介護に
おいては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担
は、社会保険料負担に係る国民の負担の適正化に充てることを基
本とする」として、年金・医療・介護の主たる財源を国民が負担
する社会保険料に求め、国と地方の負担については補助的・限定
的なものと位置付けており、大幅に公費負担の割合を低下させる
ことが懸念される。 
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日
弁
連   

反
対
意
見
書 

２０１３年（平成２５年）１１月２１日 日本弁護士連合会 
「社会保障制度改革国民会議報告書に基づき進められる社会保障制度改革
の基本的な考え方に反対する意見書」 
 
 当連合会は，「社会保障制度改革国民会議報告書～確かな社会保障を将
来世代に伝えるための道筋～」（本年８月６日取りまとめ。以下「報告
書」という。），「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく『法制
上の措置』の骨子について」（本年８月２１日閣議決定。以下「法制上の
措置（骨子）」という。），及び「持続可能な社会保障制度の確立を図る
ための改革の推進に関する法律案」（本年１０月１５日閣議決定・国会提
出。以下「法律案」という。）について，以下のとおり意見を述べ，報告
書に基づき進められる社会保障制度改革の基本的な考え方に反対する。 
  第１   意見の趣旨 
１ 報告書が述べ，法律案が目的とする基本的な考え方は，負担（保険料負
担）と給付を連動させ、（医療・介護・年金の「負担なければ給付なし」
とする保険原理を強化するおそれがあり，公費負担を減らす方向性のもの
である。 
 また，社会保障制度の所得再分配機能を弱め，社会保障制度の権利性を
限りなく薄めようとするものであるから，反対である。具体的な問題点は
以下のとおりである。 
   ①社会保障制度を具体化する場合，いたずらに「自助」や「共助」を強調
して，「公助」，すなわち，国の責務を後退させるようなことがあっては
ならない。国の責任を，「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を
通じた個人の自立の支援に矮小化してはならない。 
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基
本
合
意
と
介
護
保
険 

基本合意文書が確認した介護保険との関係 
 自立支援法違憲訴訟団と国（厚生労働省）は、２０１０年１月７日
に基本合意文書を結んで、訴訟は終結しました。この基本合意文書は
障害者権利条約、骨格提言とともに、障害者制度改革の基本文書と位
置づけられています。 
      締結された、基本合意文書では、介護保険について言及していま
す。  
 
基本合意文書 第三条 
 国（厚生労働省）は、…「障がい者制度改革推進会議」や「部会」
における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度と
の統合を前提とはせず、…上記に示した本訴訟における原告らから指
摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、…しっかり検討を行い
、対応していく。 
  
 問題点 ＝「④ 介護保険優先原則（障害者自立支援法第七条）を
廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」 
 

 基本合意文書の尊重は、国が裁判所に約束した公的な義務であり、
そうである以上、法七条を廃止して、個々の障害者の障害特性に配慮
した選択制等を導入すべきという方針を改めて国は確認して、進める
べきです。 
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国
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進
め
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政府が自助・共助・公助の順序を言いだしたとも言われる報告書でさえ、 
社会福祉は公助として公的に保障するとしている。 

平成18年5月26日 

 社会保障における「保険優先原理」なるものに普遍性など無いし 

 少なくとも、差別禁止・平等権保障を原理とする障害者福祉法制
に保険原理を持ち込む論理必然性もない。 
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新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム 

平成28年３月24日（木） 
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３年後総合支援法見直し国会審議 

○川田龍平君 それに関連して何か述べることあれば。 
○参考人（藤岡毅君） 藤岡です。 
 私の資料二十三ページで、介護保険と障害者福祉の違いというものについ
て書いております。平等権、生存権、尊厳保障、そういう原理に基づいて本来
あるべきですので、経済的にもいまだに劣った地位にある障害者の尊厳、平
等、生存権を基本的人権として公的に保障する制度という、障害者の権利保
障というものをまずしっかり確立するということがまずは先決だと思いますので、
今の状態を何ら改善しないで統合だ併合だというようなことは非常に危険で乱
暴な議論だと思います。 
 保険原理というのは保険掛金内の相互扶助にとどまりますので、人権に基
づく権利性が希薄だと思います。この点、保険の方が保険掛金との対価性が
あるので権利性が強いという御主張があるそうですけれども、それだと例えば
生存権、生活保護というものについては対価性ありませんから、そうすると権
利性などないということになって、基本的に憲法二十五条の解釈を誤っている
と言わざるを得ませんので、そういう主張というのは間違った理解だと思いま
すので、まずは障害者に関しての基本的人権をしっかり保障する制度を確立
するということを先にしていただきたいということです。 

2016年5月23日 参議院での参考人陳述 
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 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部について 

１．趣旨 

 これまで我が国の公的な福祉サービスは、高齢者・障害者・子どもといった対象者ごとに、典型的と考
えられるニーズに対して専門的なサービスを提供することで、福祉施策の充実・発展に寄与してきた。 

 しかしながら、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援新制度など、各制度の成熟化が
進む一方で、人口減少、家族・地域社会の変容などにより、既存の縦割りのシステムには課題が生じて
いる。 

 具体的には、制度が対象としない生活課題への対応や複合的な課題を抱える世帯への対応など、
ニーズの多様化・複雑化に伴って対応が困難なケースが浮き彫りになっている。この点に関し、生活困
窮者に対する包括的な支援を謳った生活困窮者支援法も、新たな縦割りの制度に陥っていないか、十
分に検証が必要である。 

 また、今後は、地方圏・中山間地域を中心に高齢者人口も減少し、行政やサービス提供側の人材確保
の面から、従来通りの縦割りでサービスをすべて用意するのは困難となってくることも予想される。 

 今般、一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、パラダイムを転換し、福祉は与え
るもの、与えられるものといったように、「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆ
る住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サー
ビスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」を実現する必要がある。 

 具体的には、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組んでいた
だく仕組みを作っていくとともに、市町村においては、地域づくりの取組の支援と、公的な福祉サービス
へのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めていく必要がある。また、対象者ごとに
整備された「縦割り」の公的福祉サービスも「丸ごと」へと転換していくため、サービスや専門人材の養成
課程の改革を進めていく必要がある。 

 これらの具体策の検討を加速化するため、「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」（以下「実現本
部」という。）を設置する。「地域共生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけ、
まずは平成29年の介護保険法の法改正、30年度・33年度の介護・障害福祉の報酬改定、さらには30年
度にも予定されている生活困窮者支援制度の見直しに向けて、部局横断的に幅広く検討を行う。  
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「我が事・丸ごと」政策に対する違和感 
 

一．「自立観」に対する疑問 
高齢・乳幼児・障害という要援護者だけが同じ場所に集められ、それらが助け合うことが自立や自己実現の美談とされていますが
、障害の有無にかかわらず、人の自立や自己実現は、人それぞれの自由意思で決められるべきものです。 
 
二 社会保障制度の理念を自助・共助・公助の順とすることは憲法上問題です。 
要するにこの政策は「支え合い」です。しかし、社会保障制度とは、国が国民の生存・健康・生活を公的な責任で保障することで
す。日本国憲法25条は社会福祉国家理念を採用しています。「我が事・丸ごと」は、「助け合い」の美名のもとに公的責任を後退
させ、社会保障の権利性を否定し、障害者権利条約の認める障害者の権利を弱体化させます。 
 
三 事害者権利条約の目指す共生社会(インクルーシブな社会)との齟齬 
援助を必要とする障害者・高齢者・乳幼児・生活困窮者等だけが同じ場所に集められて暮らすことが理想とされており、財政的理
由からの合理化の仕組みです。 
 
四 基本合意・骨格提言・障害者権利条約の実現が優先順位です。 
基本合意・骨格提言・障害者権利条約の実現が内容とされていない障害者政策は基本合意・骨格提言・権利条約に抵触するもので
す。 
 
五 日本の障害者予算が国際的に低廉であることを直視すべきこと 
財務省の検討会では「障害保健福祉関係の平成28年予算は、他の社会保障関係費の2倍の伸び率」などとしています。しかし、もと
もとの障害者予算が低すぎたのです。2016 年5月11日塩崎大臣も国会で「日本の障害者の施策は、世界的に見れば、特にOECDの
中で見ても、平成23年でも34カ国中28位...でありますから、...OECD諸国の平均より低いという指摘は、もうそのとおり認めない
といけないんだろうというふうに思って います。」と答弁しています。GDPの少なくとも4%程度を障害予算に充てるべきです。 
 
六 「Nothing about us without us！」＝私たち抜きに私たちのことを決めないで！というテーゼ及び基本合意における国の反省
に反すること 
国は基本合意にて今後の障害者福祉法制については、障害者の意見を十分に踏まえて十分な議論のもとに進めることを約束しまし
た。障害者権利条約推進のテーゼは「Nothing about us, without us！」です。 
しかし「我が事・丸ごと」政策は、厚生労働官僚だけで立案され、推進されています。2016年12月26日、厚労省地域力強化検討会
から中間とりまとめが発表されました。しかし障害当事者の委員はほとんど見当たらず、内容も障害当事者の意見を反映した印象
はありません。障害者抜きで障害者に関する政策の議論が進められています。施策推進の方法論が唐突で強引であり、基本合意に
抵触し、障害者権利条約の精神に反するものです。 
 

まとめ  
形を変えた「介護保険統合策」に他ならないこと 
社会保障における憲法上の国・自治体等の公的責任、国民の権利保障を曖昧にする危験をはらむ「我が事・丸ごと」政策は根本的
に疑問があります。 
一度、白紙にした上で、今後の日本の社会保障政策のあり方を考え直すべきです。 



「介護保障を考える弁護士と
障害者の会全国ネット」 

の実績例 
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各地で最近よく聞かれる声 
 介護保険事業者や高齢分野のケアマネージャーが 

障害福祉のプランを仕切るようになってきたことから 

 障害福祉を使ってきた障害者や家族がケアマ
ネ等から、 

 次のようなことを平然と言われるようになってき
ている 
 ・介護は本来家族がやるべき 

・２４時間ずっと公的介護なんて贅沢 

・介護保険では生きられないという障害者だけが 
障害者福祉を利用できる。 
 だからあなたは障害福祉制度を使う資格がない 



45 

総合福祉部会 第12回 H23.2.15  

資料１「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」（案）法の理念、目的、総則部分 

総合福祉部会「法の理念・目的チーム」２０１０年１２月８日 
 

【前文】 

「わが国及び世界の障害者福祉施策は「完全参加と平等」を目的とした１９８１年の国際障害者年とその後の国
連障害者の１０年により一定の進展を遂げたが、依然として多くの障害者は他の者と平等な立場にあるとは言い
がたい。 そのため、２００６年１２月国連総会にて「障害のある人の権利に関する条約」（以下「権利条約」
）が採択され、２００７年９月に日本政府も署名し、２００８年５月には国際的に発効し、わが国も批准に向け
た準備をすすめてきた。 この法律の制定はわが国の障害者の権利保障を法的に根拠付け、障害者支援に関する
国内法を権利条約の水準に引き上げる障害者制度の改革を目的とする。 憲法第１３条、１４条、２５条等の諸
規定に基づき、障害者は人間としての固有の尊厳及び自由並びに生存が平等に保障される基本的人権を有してお
り、従来この国で保護の対象とされてきた障害者が人権行使の主人公であるという改革の理念を確認し、障害福
祉施策は憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援することをこの法律の基本とする。 さらにこの法律
は、権利条約の掲げるインクルージョン、すなわち障害者が社会の中で当然に存在し、障害の有無にかかわらず
誰もが排除されず、分離・隔離されずに共に生きていく社会こそが自然な姿であり、誰にとっても生きやすい社
会であるとの考え方を基本としている。それは、障害は個人に責任がなく、参加を拒んでいる社会の側に責任が
あるとする考え方を基礎としており、わが国で根強い障害の個人責任、家族責任を否定し、障害に基づく様々な
不利益が一部の人に偏在している不平等を解消し、平等な社会を実現するために社会が支えることをこの法律は
目的とする。 とりわけ人生の長期にわたって施設、精神科病院等に入所、入院している障害者が多数存在して
いる現状を直視し、地域で自己決定の尊重された普通の暮らしが営めるよう支援し、地域生活への移行を推進す
るための総合的な取り組みを推進することがこの法の使命である。 そして障害者の自立とは、経済的な面に限
らず、誰もが主体性をもって生き生きと生活し、社会に参加することを意味することを確認し、この法律は、障
害者が必要な支援を活用しながら地域で自立した生活を営み、生涯を通じて固有の尊厳が尊重されるよう、社会
生活を支援する。これは現在障害を持つ人に限らず全ての人のためのものである。 人権保障としての支援とい
う趣旨に照らせば、国・地方公共団体の義務的経費負担が原則的仕組みとなる。 この法律は、これらの基本的
考えに基づき、障害の種別、軽重に関わらず、尊厳のある生存、移動の自由、コミュニケーション、就労等の支
援を保障し、障害者各自が、障害のない人と平等に社会生活上の権利が行使できるために、あらゆる障害者が制
度の谷間にこぼれ落ちないように必要な支援を法的権利として総合的に保障し、差異と多様性が尊重され、誰も
が排除されず、それぞれをありのままに人として認め合う共生社会の実現をめざして制定されるものである。」 
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 このこと（障害者の人権保障のための福祉法制定）を 

置き去りにして、 「誰もが分け隔てなく」などの美辞麗句の旗のもと、 

介護保険との統合などすれば、 障害福祉の公権力による公的責任は胡散霧消し、 

 障害者は介護保険の大海に呑み込まれ、 障害者が運動により勝ち取ってきた 

地域での自立生活の権利は間違いなく、なし崩し的に崩壊するでしょう。 

改めて、 

基本合意・骨格提言・権利条約 

の法制化の実現 

を運動の基本方針として確認したいと思います。 



ご清聴ありがとうございました。 

共に生きる社会の実現に向けて、 

共に歩んで行きましょう 


